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2022年 9月 21日 

 

【通信販売専用新プラン】『家族がつながる介護保険』を発売開始 

～人生１００年時代に備える介護の保障と予防がセットになった保険～ 

 

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社（社長：大場 康弘、以下「当社」）は、2022年 9月 21日より、通信

販売限定プランとして、「家族がつながる介護保険（正式名称：限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解

約返戻金限定告知骨折治療保険）」を発売しました。 

本商品は、ご好評いただいております「笑顔をまもる認知症保険」を、通信販売専用にシンプルで分かり

やすく設計した商品です。介護に備えたい方のご意向にあわせて「限定告知介護一時金特約」「限定告知介護

年金特約」の両方またはいずれかを選択できるようにしました。 

 

 

<<「家族がつながる介護保険」の主な特徴>> 

【ポイント１】通信販売専用の商品 

  ・通信販売でも加入が可能に。加入方法の選択肢が増えました。 

  ・通信販売専用に、シンプルでわかりやすい商品。 

 

【ポイント２】万が一のために保険で備える 

  ・認知症になったそのときのために、一時金で保障 

・要介護１以上など※の状態には、一時金で介護の保障（オプション①） 

・要介護３以上など※の状態には、一生涯で介護の保障（オプション②） 

   ※ 当社所定のお支払事由に該当した場合。詳細についてはパンフレットをご覧ください。 

 

【ポイント３】万が一にならないための予防 

  ・万が一を予防するためのお散歩アプリを活用 

 

 

１．商品コンセプト・提供する価値 

当社は、お客さまの万が一と毎日の健康を応援する「健康応援企業」の確立をビジョンに掲げ、保険本来

の機能（Insurance）に健康をサポートする機能（Healthcare）を加えた「Insurhealth®（インシュアヘ

ルス）」を、新たな価値として提供しています。本商品は、通信販売で加入することが可能な保険商品と

して、以下の 2点をコンセプトとしています。 

  



＜１＞万が一のために保険で備える 

① 認知症と骨折の保障 

要介護になる原因の約 30％は、認知症と骨折・転倒※1、そんなときのための一時金保障。 

 

※1 厚生労働省｢国民生活基礎調査｣（令和元年）｢現在の要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の構成割合(総数)｣ 

 

② 一時的な介護の保障（オプション①） 

住宅改修や福祉用具の貸与（レンタル）購入など介護に一時的にかかる費用は平均 74万円※2、 

そんなときのための一時金保障 

 
※2（公財）生命保険文化センター2021（令和 3）年度 ｢生命保険に関する全国実態調査｣（2021 年 12 月発行） 

 

③ 一生涯の介護の保障（オプション②） 

自宅で利用するサービス、施設に通って利用するサービス、短期入所して利用するサービスなど介護 

に毎月かかる費用※3は在宅平均 4.8万円、施設平均 12.2万円※4、そんなときの一助に年金保障 

 
※3 公的介護保険サービスの自己負担費用を含む 

※4（公財）生命保険文化センター2021（令和 3）年度 ｢生命保険に関する全国実態調査｣（2021 年 12 月発行） 

 

＜２＞万が一にならないための予防 

・みんなとつながることで介護予防に！ 

同居以外の他者との交流が「週１回未満」の場合、健康リスクが高いと言われています※。 

お散歩アプリ「Linkx aruku（リンククロス アルク）」のグループ機能を活用することで、離れて暮らす

家族でも、お互いに今日も歩いているかがわかり、家族やみんなが健康を見守ってくれます。 

日々の運動（歩く）と家族やみんなとつながることで介護予防を応援します。 



 

※出典：日本公衆衛生雑誌 62巻(2015)3 号健康指標との関連からみた高齢者の社会的孤立基準の検討  

10 年間の AGES コホートより（斉藤 雅茂,近藤 克則,尾島 俊之,平井 寛,JAGES グループ） 

 

２．保障内容 

限定告知認知症一時金特約の基準一時金額：10万円  

軽度認知障害一時金支払割合：基準一時金額の 5％  

主契約の基準給付金額（骨折治療給付金）：5万円 

災害死亡給付金額：主契約の基準給付金額（骨折治療給付金）の 10倍  

保険期間・保険料払込期間：終身 

ご意向に合わせて、オプション①と②の両方またはいずれかをご選択いただきます 

給付金の種類 主な保障内容 
おすすめ 

プラン 

介護年金 

プラン 

介護一時金 

プラン 

【オプション①】 

介護一時金 

（限定告知介護一時

金特約） 

1回のみ 

つぎのいずれかに該当したとき、介護

一時金を受け取れます。 

①公的介護保険制度により要介護 1以

上と認定されたとき 

②満 65 歳未満の被保険者について当

社所定の要介護状態が 180日以上継続

したと医師により診断確定されたとき 

③当社所定の高度障害状態に該当され

たとき 

一時金とし

て 100万円 
- 

一時金とし

て 100万円 

【オプション②】 

介護年金 

（限定告知介護年金

特約） 

つぎのいずれかに該当したとき、生存

している限り、終身にわたり介護年金

を受け取れます。 

①公的介護保険制度により要介護 3以

上と認定されたとき 

②満 65 歳未満の被保険者について当

社所定の要介護状態が 180日以上継続

したと医師により診断確定されたとき 

③当社所定の高度障害状態に該当され

たとき 

＊第 1回の介護年金をお支払いし 

年金額 

36万円 

年金額 

36万円 
- 



た後、新たなお支払事由に該当し 

ても、その請求による介護年金は 

お支払いしません。 

（注）当社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。 

限定告知介護一時金特約と限定告知介護年金特約は、対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。 

基

本

保

障 

軽度認知障害※1 

・認知症※1 

（限定告知認知

症一時金特約） 

 

①または②の場

合、一時金のお

支払いはそれぞ

れ 1回限りで

す。 

① 初めて軽度認知障害と医師により 

診断確定されたとき 

【軽度認知障害一時金】 

 

軽度認知障害一時金のお受取り後 

初めて認知症と医師により診断確

定されたとき 

【認知症一時金】※2※3※4 

 

0.5万円  

 

 

 

9.5万円  

0.5万円 

 

 

 

9.5万円 

0.5万円  

 

 

 

9.5万円  

 

② 初めて認知症と医師により診断確

定されたとき 

【認知症一時金】※3※4 

10万円 10万円 10万円 

骨折治療 

（主契約） 

通算 10回限度 

ひび（亀裂骨

折）や疲労骨折

も対象！ 

骨折をしたと医師により診断され、 

その骨折に対して初めて治療を受けた

とき 

【骨折治療給付金】※5※6※7 

1回につき 

5万円 

1回につき 

5万円 

1回につき 

5万円 

災害死亡 

（主契約） 

不慮の事故または所定の感染症により

死亡されたとき 

【災害死亡給付金】※8 

50万円 50万円 50万円 

※1 対象となる認知症および軽度認知障害の例は、パンフレットをご覧ください。 

※2 軽度認知障害一時金のお受取り後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を差し引いた額をお受け取りいただけます。 

※3 認知症一時金をお受け取りになる場合、引受保険会社所定の取扱条件の範囲内で、年金にてお受け取りいただくことも可能

です。 

※4 認知症一時金をお受け取りいただいた場合、この特約は消滅します。 

※5 責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間

中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。 責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開

始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、骨折治療給付金をお支払いします。 

※6 同時に 2 種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、 

1 つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金をお支払いします。 

※7 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して 180 日以

内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金をお支払いしません。 

※8 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当さ

れたときお支払いします。ただし、不慮の事故の場合、事故が発生したその日を含めて 180 日以内の死亡に限ります。 

 

または 



●基本保障は《主契約》骨折治療給付金・災害死亡給付金＋《特約》限定告知認知症一時金特約です。 

●主契約は払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険です。 

●保険料払込期間中の解約返戻金はありません。 

限定告知認知症一時金特約の保障の開始は、主契約の責任開始日＊からその日を含めて 181日目となります。 

 

３．保険料例（月払）                                   単位：円 

プラン おすすめプラン 介護年金プラン 介護一時金プラン 

年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

20 歳 2,665 2,719 1,895 2,019 - - 

30 歳 3,013 3,324 2,083 2,444 1,645 - 

40 歳 3,806 4,306 2,586 3,136 1,970 1,966 

50 歳 5,307 6,090 3,517 4,370 2,607 2,670 

60 歳 7,882 9,380 4,942 6,540 3,922 4,052 

灰色の箇所は、月払でのお申込みはできません。年払・半年払でのお申込みをご希望の方はコールセン 

ターにお問い合わせください。 

 

４．資料請求はこちらから 

「家族がつながる介護保険」のお申込みには資料請求が必要です。保険の詳細、資料請求やお申込み方法

は当社ホームページまたはコールセンターまでお問い合わせください。 

URL https://www.himawari-life.co.jp/goods/kaigo/ 

フリーダイヤル 
0120-088-088 

受付時間 平日 9:00～18:00 土曜 9:00～17:00 

 

以上 

 

※本資料は商品の概要について記載したものです。 

詳細につきましては、「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約 

のしおり・約款」を必ずご覧ください。 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社  

広報部  近藤 

TEL：03-6742-2030   

E-mail: koho_communication@himawari-life.co.jp 

https://www.himawari-life.co.jp/goods/kaigo/

